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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第５区分
【発行日】平成26年11月6日(2014.11.6)

【公開番号】特開2014-69733(P2014-69733A)
【公開日】平成26年4月21日(2014.4.21)
【年通号数】公開・登録公報2014-020
【出願番号】特願2012-218269(P2012-218269)
【国際特許分類】
   Ｂ６２Ｊ  23/00     (2006.01)
   Ｂ６２Ｊ  35/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ６２Ｊ  23/00    　　　　
   Ｂ６２Ｊ  35/00    　　　Ｆ
   Ｂ６２Ｊ  23/00    　　　Ｆ
   Ｂ６２Ｊ  23/00    　　　Ｇ

【手続補正書】
【提出日】平成26年9月18日(2014.9.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
樹脂製の第１部材（１５・５５・６０）及び第２部材（１６・５６・６１）をクリップ（
４０・５０・７０）で連結してなる車両部品の連結構造において、
前記第１部材（１５・５５・６０）及び第２部材（１６・５６・６１）はそれぞれ車両へ
締結されるとともに、
前記第１部材は、短辺（２７ａ）と長辺（２７ｂ）を有する矩形の貫通穴（２７・５７・
６７）を備え、
前記第２部材は、前記貫通穴を貫通するゲート（３８・５８・６８）を備え、
このゲートは、前記第２部材の表面から突出する一対の足部（３８ａ・６８ａ）と、これ
ら足部の突出先端部相互を連結した頂部（３８ｂ・６８ｂ）とからなるコ字状をなし、
前記貫通穴を貫通するとき、前記一対の足部（３８ａ・６８ａ）が前記貫通穴の短辺（２
７ａ・６７ａ）に沿って配置されるように設けられ、
前記クリップ（４０・５０・７０）は、前記貫通穴（２７・５７・６７）に前記ゲート（
３８・５８・６８）を貫通させた状態で、前記貫通穴とゲートに係合して前記第１部材及
び第２部材を連結し、
前記第１部材及び第２部材が、それぞれ車両の一部を覆う、第１カウル（１５）と第２カ
ウル（１６）であり、
前記第１カウル（１５）及び第２カウル（１６）は、鞍乗り型車両の車体側面に配置され
たタンクカウル（１４）を構成し、
前記第１カウル（１５）と第２カウル（１６）とを前後に配置するとともに、
前記クリップ（４０）による連結部（１４ｂ）を車両上下方向となるように配置し、この
連結部（１４ｂ）の上方及び下方に前記第１カウル（１５）及び第２カウル（１６）を車
両へ締結するための締結部（２２・２４・３２）を配置するとともに、
前記鞍乗り型車両は、前記タンクカウル（１４）の下方において車体フレーム（１）にエ
ンジン（８）を支持し、
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このエンジン（８）のシリンダ軸線（ＣＬ）が前記貫通穴（２７）の長辺（２７ｂ）と略
平行に配置される
ことを特徴とする車両部品の連結構造。
【請求項２】
前記第１カウル（１５）と第２カウル（１６）を、それぞれ車両へ締結するとともに、少
なくとも一方の締結部（２２・２４・３２）を複数としたことを特徴とする請求項１に記
載した車両部品の連結構造。
【請求項３】
前記締結部（２２・２４・３２）は、ねじ締結又は差し込み締結であることを特徴とする
請求項３に記載した車両部品の連結構造。
【請求項４】
前記連結部近傍にて前記各第１カウルと第２カウルの合わせ部に形成される合わせライン
（１４ａ・６９）は直線状部を備え、この直線状部を前記貫通穴２７の長辺（２７ｂ）と
平行に配置したことを特徴とする請求項１、３又は４のいずれかに記載した車両部品の連
結構造。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
さらに請求項２の発明は、上記請求項１において、前記第１カウルと第２カウルは、それ
ぞれ車両へ締結するとともに、少なくとも一方の締結部を複数としたことを特徴とする。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
請求項３の発明は、上記請求項２において、前記締結部は、ねじ締結又は差し込み締結で
あることを特徴とする。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
請求項６は、上記請求項１から３において、前記連結部近傍に第１カウルと第２カウルの
合わせ部に形成される合わせラインは直線状部を備え、この直線状部を前記貫通穴の長辺
と平行に配置したことを特徴とする。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】削除
【補正の内容】
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【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
請求項１の発明によれば、第１部材と第２部材をそれぞれ車両へ締結したので、連結部へ
加わる応力を軽減できる。このため、クリップも小型化できる。
また、ゲートの貫通穴から突出した部分へクリップを差し込むだけで済むので、簡易な連
結構造になり、メンテナンス性を良好にする。
また、カウルを前後に分割することで、傷のつきやすいニーグリップ部のみ交換できるよ
うにしつつ、走行風に耐えうるカウル締結構造としながら連結部を良好な位置に配置する
ことができる。
しかも、第１カウルと第２カウルの連結部を車両の上下方向に配置し、この連結部の上方
及び下方を車両へ締結することにより、第１カウルと第２カウルの回動をより確実に阻止
し、連結部に対する応力をより低減させることができる。
さらに、エンジンの一次振動に対して、貫通穴の長辺を平行に配置したので、エンジンの
一次振動をゲートの足部で受けるようにして、クリップによる連結部の摩耗を低減するこ
とができ、クリップの交換周期を長くする。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
また、第１カウルと第２カウルの連結構造を簡易なものとすることができ、かつカウルを
小型化することができる。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
請求項２の発明によれば、第１カウルと第２カウルそれぞれの走行風による回動を阻止で
き、連結部にかかる応力をさらに小さくして連結部及びカウルの小型化を図ることができ
る。
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【００１７】
請求項３の発明によれば、締結部をネジ締結又は差し込み締結としたので、第１カウル及
び第２カウルの締結を良好とすることができる。
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
請求項４の発明によれば、合わせラインの直線状部と平行に貫通穴の長手方向を配置する
ことにより、合わせ部における重なり合う等の連結必要部を小さくしてカウルを小型化す
ることができる。
また、カウル外面から連結部を開くような応力がかかった場合でも、連結部のずれを貫通
穴の長手方向で受けることで、貫通穴にかかる応力を小さくすることができる。
【手続補正１５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】削除
【補正の内容】
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